
 

   五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 教育長は、五條市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が指定する五條市立 

 の中学校に自転車通学する生徒（以下「生徒」という。）の当該通学に係る保護者の経済 

 的負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、予算の範囲内で五條市立中学校通学用自転 

 車購入費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、 

 五條市補助金等交付規則（令和３年３月五條市規則第１３号。）に定めるもののほか、こ 

 の要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「保護者」とは、生徒に対して親権を行うもの（親権を行う者の 

 ないときは、未成年後見人）又は現に当該生徒の監護及び教育をしていると認められる者 

 をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、生徒の保護者と 

 する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。 

 (１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による教育扶助として通学に係る 

  経費又は通学用品の支給を受けている生徒の保護者 

 (２) 学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８条の規定による区域外就学を 

  認められて通学する生徒の保護者 

 (３) スクールバス等により通学の支援を受けている生徒の保護者（学校長から自転車 

  通学を認められている者を除く。） 

 (４) 前３号に掲げる者のほか、通学に係る経費に対する他の補助制度の適用を受けて 

  いる生徒の保護者 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、生徒が通学 

 に使用する自転車の購入（新入学準備による前年度中の購入を含む。）に要する費用とす 

 る。 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額（その額が２０，０００円を超えるとき 

 は、２０，０００円）とし、補助金の交付回数は生徒１人につき１回を限度とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、五條市立中学校通学用自転車購入費補助金 

 交付申請書（様式第１号）に購入した自転車の写真、領収書等（購入者、購入日及び購入 



 金額が確認出来る書類）を添えて、教育長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第７条 教育長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金交 

 付の適否を決定し、五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付（不交付）決定通知書 

 （様式第２号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

 （交付請求等） 

第８条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、 

 五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付請求書（様式第３号）により教育長に補助 

 金の交付を請求しなければならない。 

２ 教育長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金 

 を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第９条 教育長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決 

 定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (２) その他教育長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、 

 教育長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。 

 （財産の処分の制限） 

第１０条 交付決定者は、補助金により取得した財産を、教育長の承認を受けないで、補助 

 金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。た 

 だし、原価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定めら 

 れている期間又はそれに準ずるものと認められる期間（以下「処分制限期間」という。） 

 を経過した場合は、この限りでない。 

２ 教育長は、交付決定者が処分制限期間中において、取得した財産等を教育長の承認を受 

 けて処分したことにより収入があったときは、その交付した補助金の全部又は一部に相 

 当する金額を納付させることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に 

 定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

五條市教育委員会教育長 殿 

 

                      申請者（保護者） 

                       住 所 

                       氏 名 

 

 

 

五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付申請書 

 

 

  下記のとおり補助金を交付されるよう、五條市立中学校通学用自転車購入費補助金 

 交付要綱第６条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

   １．補助金交付申請額                円 

 

   ２．学   校   名 

 

   ３．生 徒 氏 名 

 

 

 

 □生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による教育扶助として通学に係る 

  経費又は通学用品の受給の有無を確認することに同意します。 

 

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

                              五條市教育委員会 

                              教育長 

 

 

 

五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定 

 したので、五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付要綱第７条の規定により通 

 知します。 

 

 

記 

 

 

   １．補助金交付の適否   交付  ・  不交付 

                       （不交付の理由：         ） 

 

   ２．補助金交付決定額              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

五條市教育委員会教育長 殿 

 

                      申請者（保護者） 

                       住 所 

                       氏 名 

 

 

五條市立中学校通学用自転車購入費補助金交付請求書 

 

 

     年  月  日付けで交付決定のあった補助金について、五條市立中学校 

 通学用自転車購入費補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

  １．請  求  額             円 

   

  ２．学  校  名 

 

  ３．生 徒 氏 名 

 

  ４．振  込  先 

金 融 機 関 名 
預金種別 口座番号 

口 座 名 義 

支 店 名 （ カ タ カ ナ ） 

   

当座 

  ・ 

普通 

  

  

 


